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22 松監第 000141 号 

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 

 

 

松阪市監査委員 西 村 和 浩 

 

松阪市監査委員 杉 本 德 男 

 

松阪市監査委員 赤 塚 か お り 

 

 

 

令和４年度財政援助団体等監査結果報告について 

 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、監査を実施したので、監査の 

 

結果を同条第９項の規定により次のとおり報告します。 
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財政援助団体等監査 
 

第１ 監査実施年月日及び監査対象 

 

公の施設の指定管理者 

実施年月日 指定管理者及び施設名 所 管 課 

令和4年11月15日 
特定非営利活動法人 うれしのスポーツクラブ AFLEC 

嬉野体育施設 

北 部 教 育 

事 務 所 

 

 出資団体 

実施年月日 出  資  先 所 管 課 

令和4年11月15日 一般財団法人 松阪スポーツ振興研修センター 競輪事業課 

 

 補助金交付団体 

実施年月日 交付先及び補助事業名 所 管 課 

令和4年11月15日 
一般財団法人 松阪スポーツ振興研修センター 

 松阪スポーツ振興研修センター補助金 
競輪事業課 

令和4年11月16日 

社会福祉法人 むつみ福祉会 

（第五ときわっ子、第五ときわっ子 Jr） 

 放課後児童クラブ活動事業補助金 

生涯学習課 

令和4年11月16日 
社会福祉法人 神戸福祉会（神戸保育園） 

 私立保育園管理運営事業費補助金 
こども未来課 

 

 

第２ 監査の概要 

  １ 監査の種別 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査 

 

  ２ 監査の対象 

市が補助金等財政的援助を与えている団体等や市が基本財産、出資金等の

４分の１以上を出資している法人、公の施設の指定管理者の中から抽出し、

令和３年度における当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行につい

て監査を実施した。 
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  ３ 監査の主眼 

    財政的援助等に係る出納事務は適正に処理されているか。 

    財政的援助等の目的に沿った事業運営が行われているか。 

    財政的援助等の効果が十分に発揮されているか。 

 

第３ 監査の方法 

    あらかじめ提出を求めた資料に基づき、各関係者から説明を聴取するととも

に、当該財政的援助等に係る決算報告書、事業実績報告書等を確認する方法で

監査を実施した。 

 

第４ 監査の結果 

   監査の結果、次のとおり、検討又は改善を要する事項のほかは、概ね適正に   

執行されているものと認められた。 

     検討又は改善を要する事項については、所管部局において団体等に対して指

導を行うなど適切な措置を講じられたい。 

     なお、事務処理上軽易な問題点については、その都度善処を指示した。 
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１ 公の施設の指定管理者 
 
【特定非営利活動法人 うれしのスポーツクラブＡＦＬＥＣ】 

 
 （１）施設の概要 

嬉野グラウンド 
面 積：10,062 ㎡ 

施 設 内 容：軟式野球場１面、管理棟、夜間照明 

嬉野体育センター 

構 造：鉄骨造折版平屋建て 

面 積：1,491 ㎡ 

施 設 内 容：バレーコート２面、事務所他 

 

 （２）指定管理の概要 

指 定 期 間 平成 31年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日 

委 託 料 10,896,112 円（令和 4年度／税込） 

業 務 内 容 

1.体育施設の利用の許可等に関すること。 

2.体育施設の利用に係る料金の収受に関すること。 

 利用料金に係る収受、返還、免除等の各種手続業 

 務を行うこと。 

3.体育施設等の維持管理及び修繕に関すること。 

4.物品等の貸し出しに関すること。 

5.生涯スポーツ社会の実現に向けた多様なサービス 

 の提供に関すること。 

 スポーツに参加しやすい環境づくりや住民のニー 

 ズに応じたイベント、健康教室等の開催を行うこ 

 と。 

 

（３）事業実績 

   ① 利用状況 

     施設名 

項目 
嬉野体育センター 嬉野グラウンド 

利 用 日 数 242 日 229 日 

利 用 件 数 1,249 件 305 件 

利 用 人 数 20,415 人 9,709 人 

利  用  料 1,292,700 円 962,200 円 

電  気  代 1,296,864 円 1,316,969 円 
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科目・摘要

Ⅰ資産の部

 １流動資産

　(1)現金預金

　　現金　現金手元有高 60,000

　　預金　三十三銀行普通預金 1,078,871

　(2)未収入金

　　　　流動資産合計 1,138,871

 ２固定資産

　(1)ワイヤレスアンプ 0

　　　　固定資産合計(未償却残高) 0

資産の部合計 1,138,871

Ⅱ負債の部

 １流動負債

　(1)未払金

　　 賃金 193,375

　　 その他 98,794

　(2)預り金

　　 社会保険料等 143,678

　　　　流動負債合計 435,847

 ２固定負債

　　　　固定負債合計 0

負債の部合計 435,847

Ⅲ正味財産の部

　　前期繰越正味財産額 683,411

　　当期正味財産増減額 19,613

　　正味財産の部合計 703,024

Ⅳ負債及び純資産の部合計 1,138,871

金額　　　　　　(単位：円)

   ② 実施事業 

事業名 事業内容 実施日 

健康・体力づくりのため

のスポーツプログラム 

定期的に実施するスポーツプログラム 通年 

スポーツ大会、スポーツ

イベント 

会員及び地域住民が気軽に参加できる

スポーツイベント 

年間

10 回 

スポーツに関する指導 地域住民に対するスポーツスタッフ 通年 

その他クラブの目的達成

のために必要な事業 

広報誌の発行 通年 

 

   ③ 財務諸表 

    令和 3年度貸借対照表（令和 4年 3月 31 日現在） 
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科目・摘要

Ⅰ経常収益

　１受取会費

　　正会員受取会費 66,150

　　一般会員受取会費 776,150

　　賛助会員受取会費 5,000 847,300

　２事業収益

    健康・体力づくりのためのスポーツプログラム

    大会、イベント事業収益 66,600

    スポーツ施設の管理・運営受託事業収益 13,168,682 13,235,282

　３その他収益

　　雑収益 88,101 88,101

経常収益計 14,170,683

Ⅱ経常費用

　１事業費

　(1)人件費

　　 謝金 571,000

　(2)その他経費

　　 消耗品費 1,082,496

　　 保険料 187,660

　　 手数料 14,470

　　 燃料費 26,923

　　 光熱水費 2,502,191

　　 修繕費 1,048,740

　　 通信費 90,926

　　 委託料 598,620

　　 使用料及び賃借料 60,191

　　 印刷製本費 140,800

　　 交通費 36,000

　　事業費計 6,360,017

　２管理費

　　 給料賃金 5,913,585

　　 法定福利費 624,950

　　 租税公課費 680,000

　　 共済費 54,991

　　 福利厚生費 106,594

　　 消耗品費 216,248

　　 保険料 132,940

　　 減価償却費 10,800

　　 雑費 50,945

　　管理費計 7,791,053

経常費用計 14,151,070

当期経常増減額 19,613

当期正味財産増減額 19,613

前期繰越正味財産額 683,411

次期繰越正味財産額 703,024

　　　金額　　　　　(単位：円)

    令和 3年度活動計算書（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 
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（４）監査結果及び意見 

〇 特定非営利活動法人うれしのスポーツクラブ AFLEC は、嬉野体育施設であ

る体育センターとグラウンドの管理運営を行い、スポーツ大会を催すなど地

域住民の健康や体力の維持増進を担っている。昨今のコロナ禍等により難し

い運営状況で会員数も減少傾向であるが、宣伝を兼ねた地域回りを行うなど

積極的な活動も行っている。今後も会員の増加に取り組まれたい。 

 

〇 特定非営利活動法人うれしのスポーツクラブAFLECは、内閣府に対してNPO

法人の事業報告書等を毎年提出している。同様に市に対しても事業報告書等

を提出しているが、収支報告書の作成方法に違いがあるため、令和３年度、

市へ提出した収支報告書に誤りが見られた。内閣府に提出している書類をそ

のまま市へ提出すれば誤りもなく職員の負担も軽減されるので、一度市の担

当課と協議されたい。 

 

（５）所管部局に対する意見 

     提出書類は厳重にチェックするとともに誤りがあれば是正を求めて、適正

に処理されたい。なお、提出書類の形式については指定管理者と協議された

い。 

 

２ 出資団体及び補助金交付団体 
 
【 一般財団法人 松阪スポーツ振興研修センター 】 
 
 （１）団体の概要 

① 事業内容 

スポーツ活動の振興及び市民の健康増進、並びに市民活動の交流増進に関

する事業を実施し、市民の心身の健全な発達と地域社会の健全な発展に寄与

するとともに、併せて松阪市が開催する競輪宿泊事業の受託事業を行ない、

もって公益の増進に寄与する事を目的として次のような事業を行っている。 

     ア 松阪スポーツ振興研修センターの運営及び管理 

     イ スポーツの振興及び市民の健康増進並びに市民活動の交流に係る事業 

     ウ 松阪競輪選手宿舎の維持管理に係る受託事業 

     エ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

② 出資形態、出資金額及び出資比率 

出資形態 ： 出捐金 

出資金額 ： 30,000,000 円 

出資比率 ： 100％ 

 

③ 補助金 

松阪市松阪スポーツ振興研修センター補助金：28,208,000 円 

松阪スポーツ振興研修センターが管理する宿泊及びトレーニング施設の

運営及び維持管理に係る経費の一部を補助する。 
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（単位：円）

事業活動収支の部
1

1,000 101 899
2,554,000 2,625,755 △ 71,755

市委託事業収入 27,340,000 27,464,400 △ 124,400
使用料収入 8,580,000 8,580,000 0

28,208,000 28,208,000 0
1,191,000 1,236,191 △ 45,191

67,874,000 68,114,447 △ 240,447
2 事業活動支出 66,328,000 64,634,797 1,693,203

65,348,760 63,669,747 1,679,013
管理費支出 979,240 965,050 14,190

66,328,000 64,634,797 1,693,203
1,546,000 3,479,650 △ 1,933,650

投資活動収支の部
1 0 0 0

0 0 0
2 投資活動支出 5,045,000 5,045,000 0

特定資産取得支出 5,045,000 5,045,000 0
5,045,000 5,045,000 0 施設改修等積立資産

5,045,000 5,045,000 0
△ 5,045,000 △ 5,045,000 0

財務活動収支の部
1 財務活動収入

0 0 0
2 財務活動支出

0 0 0
0 0 0

予備費支出 0 0 0
△ 3,499,000 △ 1,565,350 △ 1,933,650

6,682,000 6,683,331 △ 1,331
3,183,000 5,117,981 △ 1,934,981

科　　　　　　　目 予算額 決算額 差　　異 備　　　　　　考

Ⅰ
事業活動収入

基本財産運用収入
事業収入

補助金等収入
雑収入

Ⅱ
投資活動収入

事業活動収入計

事業費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

投資活動収入計

施設修繕等積立資産取得支出
投資活動支出計

投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収入計

財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ
当期収支差額

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

（２）事業実績 

① 利用状況 

 利用件数 利用収入 前年度比(収入) 

一般宿泊利用 494 人 1,909,600 円 約 53％増 

研修室及び会議室 11 回 76,175 円 約 7％減 

トレーニングルーム 4,105 人 639,980 円 約 41％増 

 

② 財務諸表 

収支計算書（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 
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当　年　度 前　年　度 増　　　減
Ⅰ　資産の部

１．　流動資産
現　　　金 80,000 80,000 0
普通預金 5,864,859 10,303,369 △ 4,438,510

1,188,000 0 1,188,000
未収金 5,523 3,319 2,204

流動資産合計 7,138,382 10,386,688 △ 3,248,306
２．　固定資産
（１） 基本財産

定期預金 10,000,000 10,000,000 0
決済性普通預金 20,000,000 20,000,000 0

基本財産合計 30,000,000 30,000,000 0
　（２）　 特定資産

什器備品引当資産 12,245,178 12,245,178 0
施設改修等積立資産 14,600,715 9,555,715 5,045,000
退職給付引当資産 5,467,123 5,467,123 0

特定資産合計 32,313,016 27,268,016 5,045,000
（３） その他固定資産

建　　　物 684,734,783 731,154,122 △ 46,419,339
構築物 61,802 82,401 △ 20,599
什器備品 1,999,073 2,776,878 △ 777,805

その他固定資産合計 686,795,658 734,013,401 △ 47,217,743
固定資産合計 749,108,674 791,281,417 △ 42,172,743
資産合計 756,247,056 801,668,105 △ 45,421,049

Ⅱ　負債の部
　 １．　流動負債

未払金 1,219,041 3,002,177 △ 1,783,136
未払法人税等 759,500 664,800 94,700
預り金 41,860 36,380 5,480

流動負債合計 2,020,401 3,703,357 △ 1,682,956
２．　固定負債

退職給付引当金 5,467,123 5,467,123 0
固定負債合計 5,467,123 5,467,123 0
負債合計 7,487,524 9,170,480 △ 1,682,956

Ⅲ　正味財産の部
１．　指定正味財産

寄付金 30,000,000 30,000,000 0
指定正味財産合計 30,000,000 30,000,000 0
（うち基本財産への充当額） (30,000,000) (30,000,000) (0)
（うち特定資産への充当額） (0) (0) (0)

２．　一般正味財産 718,759,532 762,497,625 △ 43,738,093
(0) (0) (0)

(26,845,893) (21,800,893) (5,045,000)
正味財産合計 748,759,532 792,497,625 △ 43,738,093
負債及び正味財産合計 756,247,056 801,668,105 △ 45,421,049

（うち基本財産への充当額）
（うち特定資産への充当額）

科　　　　　　　　　目
（単位：円）

未収競輪受託収入

貸借対照表（令和 4年 3月 31 日現在） 

 

（３）監査結果及び意見 

  この施設は、競輪場所在地には必要な施設で競輪選手が利用するために設

置されているが、宿泊やトレーニングルーム、会議室は一般の方も利用可能

となっている。少しでも運営財源を賄うためには市民など一般利用者を増や

すことも必要であると思われることから、気軽に利用できる施設であること

を広報媒体等でしっかり PRして、施設の利用促進を図られたい。 
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（単位：円）

予  算  額

9,425,000 

4,960,000 

-

-

11,166,000 

2,045,000 

1,000,000 

174,000 

-

14,385,000 

収 入 の 部 支 出 の 部

科　  目 決  算  額 備    考科　 目 決  算  額 備    考

人件費 11,877,971 
受託事業収益
(公費) 9,645,947 松阪市補助金

予  算  額

管理運営費 1,174,672 
受託事業収益
(一般) 4,685,000 保護者負担金

児童処遇費 1,069,401 前年度
繰越金 916,974 

賃貸借料 174,000 職員駐車場賃料賞与引当金戻入 144,000 

その他 111,500 

計 15,391,921 計 14,407,544 14,385,000 

（４）所管部局に対する意見 

市が当該事業に拠出している補助金に残額が生じた場合に、市に戻さず緊

急的な修繕等に充てるために積み立てられており、補助金交付要綱に則した

処理がなされていない。緊急時に備えた必要な措置ではあると思うが、補助

金要綱等を整理して明確な形で支出できるように努められたい。 

 

３ 補助金交付団体 
 
【 社会福祉法人 むつみ福祉会 】 
 

（１）補助金の概要 

   補助金の名称：松阪市放課後児童健全育成事業補助金 

   交 付 対 象：第五ときわっ子 

   補 助 金 額：9,645,947 円 

      交 付 対 象：第五ときわっ子 Jr 

   補 助 金 額：7,392,261 円 

    

（２）事業目的 

      児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び松阪市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例(平成 26年松阪市条例第 27 号)に基づき、保

護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後

等に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るものとする。 
 

（３）補助金の交付根拠 

   松阪市補助金等交付規則 

   松阪市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱 
 

（４）事業実績 

  ①各クラブの概要 

クラブ名 延床面積 受入可能人数 築年度 平均利用者数 開設日数 

第五ときわっ子 69 ㎡ 41 人 H17 36 人 253 日 

第五ときわっ子 Jr 76 ㎡ 46 人 H29 38 人 250 日 

 

②収支計算書 

  ・第五ときわっ子収支計算書（令和 4年 3月 31 日現在） 
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（単位：円）

113,300 固定資産取得

計 13,495,335 計 12,757,030 13,071,000 

その他

7,047,000 

6,024,000 

-

-

-

13,071,000 

収 入 の 部 支 出 の 部

科　 目 決  算  額 備    考 科　  目 決  算  額 備    考

受託事業収益
(公費) 7,392,261 松阪市補助金 人件費 10,499,737 

予  算  額

9,941,600 

予  算  額

受託事業収益
(一般) 4,841,000 保護者負担金 管理運営費 1,204,802 1,771,400 

前年度
繰越金 1,261,655 児童処遇費 765,191 1,184,000 

その他 419 
預金利息
雑誌売却 賃貸借料 174,000 職員駐車場賃料174,000 

 ・第五ときわっ子 Jr 収支計算書（令和 4年 3月 31 日現在） 

 

（５）監査結果及び意見 

    放課後児童クラブの総会資料に記載されている収支報告書の金額と市に提出

する補助金実績報告書の金額に一部違いが見られた。各書類の金額等について

は十分確認の上、報告書等の作成を行われたい。 

 

（６）所管部局に対する意見 

      「松阪市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」について、「補助対象者は小

学校単位とし、1 つの小学校区に 1 団体とする」となっているが、実際の交付は

クラブ単位となっており分かりにくい記載となっているので、見直しを検討され

たい。 

 

【 社会福祉法人 神戸福祉会 】 
 

（１）補助金の概要 

   補助金の名称：松阪市私立保育園管理運営事業費補助金 

   交 付 対 象：社会福祉法人 神戸福祉会 神戸保育園 

   補 助 金 額：13,588,580 円 

（２）事業目的 

    私立保育園の施設運営に係る、法人及び施設の運営に要する経費の一部並び 

   に保育士確保に係る報奨金等の経費を補助し、社会福祉事業の円滑運営に資す 

   ることを目的とする。 
 

（３）補助金の交付根拠 

   松阪市補助金等交付規則 

   松阪市私立保育園管理運営事業補助金交付要綱 
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（４）事業実績 

（単位：円）

13,670,620 

（令和4年3月31日現在）

支出の部収入の部

収 支 計 算 書

科　  目 決  算  額予  算  額予  算  額科　 目 決  算  額

定員割+児童
割 8,589,000 

管理運営
事業費

13,588,580 8,589,000 

勤続報奨金 340,000 340,000 

住居手当上乗
せ支援事業 120,000 120,000 

ワンモアベイ
ビー支援事業 873,000 855,000 

100,000 

コロナ副食
費減免支援 289,620 356,580 

就職準備金 100,000 

計 13,588,580 計 13,588,580 13,670,620 13,670,620 

保育補助者雇
上強化事業 1,137,000 970,000 

保育体制
強化事業

1,740,000 1,740,000 

コロナウィル

ス感染症対策

事業
500,000 500,000 

 

（５）監査結果及び意見 

    補助事業については、概ね適正に処理されていた。 

 

（６）所管部局に対する意見 

    特に述べることはない。 


